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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

2020年度
第３四半期
連結累計期間

2021年度
第３四半期
連結累計期間

2020年度

(自2020年４月１日
至2020年12月31日)

(自2021年４月１日
至2021年12月31日)

(自2020年４月１日
至2021年３月31日)

経常収益 百万円 48,481 50,005 65,587

うち信託報酬 百万円 ― ― 2

経常利益 百万円 9,590 11,885 12,663

親会社株主に帰属する
四半期純利益

百万円 6,600 8,470 ―

親会社株主に帰属する
当期純利益

百万円 ― ― 8,498

四半期包括利益 百万円 32,225 5,683 ―

包括利益 百万円 ― ― 42,971

純資産額 百万円 282,101 296,267 292,894

総資産額 百万円 3,730,562 3,957,365 3,866,075

１株当たり四半期純利益 円 157.37 201.92 ―

１株当たり当期純利益 円 ― ― 202.64

潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益

円 ― ― ―

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益

円 ― ― ―

自己資本比率 ％ 7.56 7.48 7.57

信託財産額 百万円 377 367 370

2020年度
第３四半期
連結会計期間

2021年度
第３四半期
連結会計期間

(自2020年10月１日
至2020年12月31日)

(自2021年10月１日
至2021年12月31日)

１株当たり四半期純利益 円 61.57 84.75

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

２ 自己資本比率は、(四半期)期末純資産の部合計を(四半期)期末資産の部合計で除して算出しております。

３ 信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務に係るものを記載しており

ます。なお、該当する信託業務を営む会社は提出会社１社であります。

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はあり

ません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事業等のリスクについて

は、前事業年度の有価証券報告書における記載から重要な変更及び新たに生じたリスクはありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第３四半期連結会計期間末（2021年12月31日）における財政状態について、総資産額は、前連結会計年度

末（2021年３月31日）比912億円増加し、３兆9,573億円となりました。また、純資産額は、前連結会計年度末

比33億円増加し、2,962億円となりました。

譲渡性預金を含めた預金は、個人預金、法人預金及び公金預金がいずれも順調に増加したことから、前連結会計

年度末比541億円増加し、３兆2,729億円となりました。

貸出金は、一般貸出金の増加などから、前連結会計年度末比96億円増加し、２兆966億円となりました。

有価証券は、安全性・流動性を重視しつつ効率的な運用に努めた結果、前連結会計年度末比348億円増加し、１兆

359億円となりました。

当第３四半期連結累計期間（自2021年４月１日 至2021年12月31日）の経営成績について、経常収益は、野村證

券株式会社との包括的業務提携開始に伴う役務取引等収益の増収などから、前第３四半期連結累計期間（自2020年

４月１日 至2020年12月31日）比15億23百万円増収の500億５百万円となりました。

また、経常費用は、与信費用の減少などから、前第３四半期連結累計期間比７億70百万円減少の381億20百万円と

なりました。

この結果、経常利益は、前第３四半期連結累計期間比22億94百万円増益の118億85百万円となり、親会社株主に帰

属する四半期純利益は、前第３四半期連結累計期間比18億70百万円増益の84億70百万円となりました。
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国内・国際業務部門別収支

当第３四半期連結累計期間の資金運用収支は、有価証券利息配当金の増収及び資金調達費用の減少などから、前第

３四半期連結累計期間比12億57百万円増益の273億96百万円となりました。

また、役務取引等収支は、野村證券株式会社との包括的業務提携開始に伴う役務取引等収益の増収などから、

前第３四半期連結累計期間比12億69百万円増益の63億75百万円となりました。

その他業務収支は、前第３四半期連結累計期間比９百万円減益の17億14百万円となりました。

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

資金運用収支
前第３四半期連結累計期間 23,516 2,622 ― 26,138

当第３四半期連結累計期間 24,089 3,307 ― 27,396

うち資金運用収益
前第３四半期連結累計期間 24,220 3,627 19 27,828

当第３四半期連結累計期間 24,722 3,902 20 28,604

うち資金調達費用
前第３四半期連結累計期間 703 1,005 19 1,689

当第３四半期連結累計期間 632 595 20 1,207

信託報酬
前第３四半期連結累計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結累計期間 ― ― ― ―

役務取引等収支
前第３四半期連結累計期間 5,072 33 ― 5,106

当第３四半期連結累計期間 6,303 71 ― 6,375

うち役務取引等
収益

前第３四半期連結累計期間 5,881 74 ― 5,955

当第３四半期連結累計期間 7,169 122 ― 7,291

うち役務取引等
費用

前第３四半期連結累計期間 808 41 ― 849

当第３四半期連結累計期間 865 50 ― 915

その他業務収支
前第３四半期連結累計期間 1,032 691 ― 1,723

当第３四半期連結累計期間 1,264 450 ― 1,714

うちその他業務
収益

前第３四半期連結累計期間 11,098 691 ― 11,789

当第３四半期連結累計期間 11,162 896 ― 12,058

うちその他業務
費用

前第３四半期連結累計期間 10,066 ― ― 10,066

当第３四半期連結累計期間 9,897 446 ― 10,344

(注) １ 国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住

者取引、特別国際金融取引勘定分は国際業務部門に含めております。

２ 相殺消去額は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。

３ 資金調達費用は金銭の信託運用見合額の利息（前第３四半期連結累計期間―百万円、当第３四半期連結累計

期間０百万円）を控除して表示しております。
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国内・国際業務部門別役務取引の状況

当第３四半期連結累計期間の役務取引等収益は、野村證券株式会社との包括的業務提携開始に伴う証券関連業務に

係る手数料収入の増収などから、前第３四半期連結累計期間比13億35百万円増収の72億91百万円となりました。

また、役務取引等費用は、前第３四半期連結累計期間比66百万円増加し、９億15百万円となりました。

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

役務取引等収益
前第３四半期連結累計期間 5,881 74 5,955

当第３四半期連結累計期間 7,169 122 7,291

うち預金・貸出
業務

前第３四半期連結累計期間 1,481 ― 1,481

当第３四半期連結累計期間 1,531 ― 1,531

うち為替業務
前第３四半期連結累計期間 1,057 68 1,126

当第３四半期連結累計期間 995 115 1,111

うち証券関連業務
前第３四半期連結累計期間 791 ― 791

当第３四半期連結累計期間 1,891 ― 1,891

うち代理業務
前第３四半期連結累計期間 900 ― 900

当第３四半期連結累計期間 824 ― 824

役務取引等費用
前第３四半期連結累計期間 808 41 849

当第３四半期連結累計期間 865 50 915

うち為替業務
前第３四半期連結累計期間 253 25 278

当第３四半期連結累計期間 219 30 249

(注) 国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者

取引、特別国際金融取引勘定分は国際業務部門に含めております。

国内・国際業務部門別預金残高の状況

○ 預金の種類別残高(末残)

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計
前第３四半期連結会計期間 2,923,144 86,533 3,009,678

当第３四半期連結会計期間 3,068,189 68,663 3,136,853

うち流動性預金
前第３四半期連結会計期間 1,940,963 ― 1,940,963

当第３四半期連結会計期間 2,090,210 ― 2,090,210

うち定期性預金
前第３四半期連結会計期間 975,715 ― 975,715

当第３四半期連結会計期間 973,474 ― 973,474

うちその他
前第３四半期連結会計期間 6,465 86,533 92,999

当第３四半期連結会計期間 4,505 68,663 73,168

譲渡性預金
前第３四半期連結会計期間 138,825 ― 138,825

当第３四半期連結会計期間 136,129 ― 136,129

総合計
前第３四半期連結会計期間 3,061,970 86,533 3,148,504

当第３四半期連結会計期間 3,204,319 68,663 3,272,982

(注) １ 国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住

者取引、特別国際金融取引勘定分は国際業務部門に含めております。

２ 流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金、定期性預金＝定期預金＋定期積金
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国内店業種別貸出金残高の状況

○ 業種別貸出状況(末残・構成比)

業種別
前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

国内店

(除く特別国際金融取引勘定分)
2,045,859 100.00 2,096,608 100.00

製造業 289,812 14.17 289,533 13.81

農業，林業 8,218 0.40 8,083 0.39

漁業 1,365 0.07 1,125 0.05

鉱業，採石業，砂利採取業 1,029 0.05 1,302 0.06

建設業 84,106 4.11 90,031 4.29

電気・ガス・熱供給・水道業 56,634 2.77 59,569 2.84

情報通信業 12,863 0.63 13,738 0.66

運輸業，郵便業 122,728 6.00 122,684 5.85

卸売業，小売業 268,939 13.14 273,305 13.04

金融業，保険業 58,065 2.84 80,199 3.83

不動産業，物品賃貸業 287,771 14.07 282,222 13.46

各種サービス業 311,627 15.23 309,618 14.77

地方公共団体 173,945 8.50 179,992 8.58

その他 355,277 17.36 360,456 17.19

国内店名義現地貸 13,474 0.66 24,745 1.18

特別国際金融取引勘定分 ― ― ― ―

政府等 ― ― ― ―

金融機関 ― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

合計 2,045,859 ― 2,096,608 ―

(注) 「各種サービス業」の内訳は、「学術研究，専門・技術サービス業」「宿泊業」「飲食業」「生活関連サービ

ス業，娯楽業」「教育，学習支援業」「医療・福祉」「その他のサービス」となっております。

「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務の状況

「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む会社は提出会社１社であります。

信託財産の運用／受入状況（信託財産残高表）

資産

科目

前連結会計年度

(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2021年12月31日)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

有価証券 75 20.31 75 20.48

現金預け金 294 79.69 292 79.52

合計 370 100.00 367 100.00

　

負債

科目

前連結会計年度

(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2021年12月31日)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

金銭信託 370 100.00 367 100.00

合計 370 100.00 367 100.00

(注) １ 共同信託他社管理財産 前連結会計年度―百万円、当第３四半期連結会計期間―百万円

２ 元本補填契約のある信託については、前連結会計年度及び当第３四半期連結会計期間の取扱残高はありませ

ん。
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セグメントの業績は、次のとおりであります。

①銀行業

銀行業の経常収益は、役務取引等収益の増収などから、前第３四半期連結累計期間比15億18百万円増収の

390億54百万円、経常利益は、経常収益の増収及び与信費用の減少などから、前第３四半期連結累計期間比23

億59百万円増益の114億11百万円となりました。

②リース業

リース業の経常収益は、売上高の増加から、前第３四半期連結累計期間比10百万円増収の112億６百万円となりま

した。一方、経常利益は、与信費用の増加などから、前第３四半期連結累計期間比66百万円減益の４億74百万円と

なりました。

(2) 主要な設備

当第３四半期連結会計期間中に完成した新築等は次のとおりであります。

会社名
店舗名
その他

所在地 区分
セグメント

の名称
設備の
内容

敷地面積
（㎡）

建物延面積
（㎡）

完了年月

当行 代々木支店
東京都
渋谷区

新設 銀行業 店舗 ―
257

(257)
2021年10月

当行 阿南支店
徳島県
阿南市

新築 銀行業 店舗 2,812 1,655 2021年11月

(注) 建物延面積欄の（ ）内は、建物の賃借面積（内書き）であります。

なお、2022年１月に予定しておりました市場支店（徳島県阿波市）の新築移転は、提出日現在（2022年１月28

日）において、予定どおり完了しております。

３ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 100,000,000

計 100,000,000

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2021年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2022年１月28日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 43,240,000 43,240,000
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は100株であり
ます。

計 43,240,000 43,240,000 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額

(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

　2021年12月31日 ― 43,240 ― 23,452 ― 16,232

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（2021年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

① 【発行済株式】

2021年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 836,000
― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 42,275,600 422,756 ―

単元未満株式 普通株式 128,400 ― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 43,240,000 ― ―

総株主の議決権 ― 422,756 ―

(注) １ 上記の「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株

式が、それぞれ202,300株(議決権2,023個)及び98株含まれております。

２ 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、阿波銀グループ職員持株会専用信託（以下、「従持信託」と

いう。）が保有する当行株式が、184,100株(議決権1,841個)含まれております。

３ 上記の「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式

が、それぞれ500株(議決権５個)及び80株含まれております。

４ 上記の「単元未満株式」の欄には、当行保有の自己株式が73株含まれております。

　

② 【自己株式等】

2021年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
当行

徳島市西船場町
二丁目24番地の１

836,000 ― 836,000 1.93

計 ― 836,000 ― 836,000 1.93

(注) 役員報酬ＢＩＰ信託及び従持信託が保有する当行株式202,300株及び184,100株は、上記自己保有株式に含まれ

ておりません。

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１ 当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令

第64号）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」

（1982年大蔵省令第10号）に準拠しております。

２ 当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（自2021年10月１日 至2021

年12月31日）及び第３四半期連結累計期間（自2021年４月１日 至2021年12月31日）に係る四半期連結財務諸表につ

いて、有限責任 あずさ監査法人の四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部

現金預け金 632,773 689,281

コールローン及び買入手形 19,595 23,694

買入金銭債権 1,530 1,080

商品有価証券 775 ―

有価証券 ※2 1,001,096 ※2 1,035,987

貸出金 ※1 2,086,915 ※1 2,096,608

外国為替 6,955 6,065

リース債権及びリース投資資産 ※1 29,187 ※1 28,911

その他資産 47,864 43,543

有形固定資産 36,733 37,812

無形固定資産 4,954 4,677

退職給付に係る資産 6,111 ―

繰延税金資産 229 226

支払承諾見返 9,689 8,546

貸倒引当金 △18,337 △19,071

資産の部合計 3,866,075 3,957,365

負債の部

預金 3,089,980 3,136,853

譲渡性預金 128,841 136,129

コールマネー及び売渡手形 11,071 13,227

債券貸借取引受入担保金 42,065 43,535

借用金 236,990 266,844

外国為替 11 4

その他負債 28,558 31,121

賞与引当金 22 ―

役員賞与引当金 43 30

退職給付に係る負債 44 ―

役員退職慰労引当金 9 13

株式報酬引当金 196 229

睡眠預金払戻損失引当金 344 351

偶発損失引当金 1,103 1,205

繰延税金負債 21,503 20,302

再評価に係る繰延税金負債 2,704 2,704

支払承諾 9,689 8,546

負債の部合計 3,573,180 3,661,098
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

純資産の部

資本金 23,452 23,452

資本剰余金 20,106 20,106

利益剰余金 176,045 182,820

自己株式 △3,529 △4,144

株主資本合計 216,075 222,234

その他有価証券評価差額金 73,194 70,246

繰延ヘッジ損益 △1,528 △1,348

土地再評価差額金 5,134 5,134

退職給付に係る調整累計額 18 ―

その他の包括利益累計額合計 76,819 74,032

純資産の部合計 292,894 296,267

負債及び純資産の部合計 3,866,075 3,957,365
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

経常収益 48,481 50,005

資金運用収益 27,828 28,604

（うち貸出金利息） 17,971 17,903

（うち有価証券利息配当金） 9,694 10,151

役務取引等収益 5,955 7,291

その他業務収益 11,789 12,058

その他経常収益 ※1 2,907 ※1 2,051

経常費用 38,891 38,120

資金調達費用 1,689 1,207

（うち預金利息） 516 305

役務取引等費用 849 915

その他業務費用 10,066 10,344

営業経費 21,255 22,429

その他経常費用 ※2 5,029 ※2 3,223

経常利益 9,590 11,885

特別利益 0 44

固定資産処分益 0 0

退職給付制度終了益 ― 44

特別損失 402 145

固定資産処分損 28 82

減損損失 373 63

税金等調整前四半期純利益 9,188 11,783

法人税等 2,588 3,312

四半期純利益 6,600 8,470

親会社株主に帰属する四半期純利益 6,600 8,470
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

四半期純利益 6,600 8,470

その他の包括利益 25,625 △2,786

その他有価証券評価差額金 25,176 △2,948

繰延ヘッジ損益 421 180

退職給付に係る調整額 27 △18

四半期包括利益 32,225 5,683

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 32,225 5,683
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首か

ら適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見

込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる影響額はありません。

なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号2020年３月31日）第28-15項に定める経過的

な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載してお

りません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年７月４日。以下、「時価算定会計基準」とい

う。)等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号2019年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が

定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これにより、その他有価証券のうち市場価格のあ

る株式の期末日の時価について、期末月１カ月の市場価格の平均に基づいて算定された価額から、期末日の市場

価格に基づいて算定された価額に変更しております。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

当第３四半期連結累計期間（自2021年４月１日 至2021年12月31日）

１ 税金費用の処理

税金費用につきましては、当第３四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じることにより算定して

おります。

また、一部の連結子会社の税金費用は、税引前四半期純利益に前年度の損益計算書における税効果会計適用後

の法人税等の負担率を乗じることにより算定しております。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）

新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りの仮定につきましては、前連結会計年度の有価証券

報告書の重要な会計上の見積りに記載した内容から重要な変更はありません。

なお、「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済への影響」は、ワクチン接種の進展と各種政策による支援

により2021年度後半は経済の回復基調が見込まれるものの、感染再拡大の懸念が依然として残ると仮定しており

ます。こうした仮定のもと、当行グループでは特に貸出金等の信用リスクに一定の影響があると認識し、見積り

に影響を及ぼす入手可能な情報を考慮して債務者区分を決定し貸倒引当金を計上しております。ただし、当該仮

定には不確実性があり、収束時期の遅延など新型コロナウイルス感染症の状況や経済への影響が変化した場合に

は、今後の業績に影響を及ぼす可能性があります。

（役員報酬ＢＩＰ信託）

当行は、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的とし、取締役（監査等委員で

ある取締役及び社外取締役である者を除く。）及び執行役員（取締役と併せて以下、「取締役等」という。）を

対象に、「役員報酬ＢＩＰ信託」による業績連動型株式報酬制度を導入しております。

１．取引の概要

当行が定める株式交付規程に基づき、取締役等に対し、業績及び役位に応じてポイントを付与し、そのポイ

ントに応じた当行株式及びその換価処分金相当額の金銭を退任時に信託を通じて交付及び給付します。

２．信託が保有する当行の株式に関する事項

(1) 信託が保有する当行の株式は、株主資本において自己株式として計上しております。

(2) 信託における帳簿価額は、前連結会計年度末732百万円、当第３四半期連結会計期間末704百万円でありま
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す。

(3) 信託が保有する当行株式の株式数は、前連結会計年度末210千株、当第３四半期連結会計期間末202千株で

あります。

（信託型従業員持株インセンティブ・プラン）

当行は、当行のグループ職員を対象に、当行グループの中長期的な企業価値向上へのインセンティブを付与す

ると同時に、福利厚生の増進策として、持株会の拡充を通じた職員の株式取得及び保有を促進することによる資

産形成支援を目的とし、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」を導入しております。

１．取引の概要

当行は信託銀行に「阿波銀グループ職員持株会専用信託」（以下、「従持信託」という。）を設定し、従持

信託は、その設定後３年間にわたり「阿波銀グループ職員持株会」（以下、「持株会」という。）が取得する

と見込まれる数の当行株式を予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当行株式の売

却が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益

相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす職員に分配されます。

なお、当行は、従持信託が当行株式を取得するための借入に対し保証をしているため、当行株価の下落によ

り、従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入

金残債がある場合は、保証契約に基づき、当行が当該残債を弁済することになります。

２．信託が保有する当行の株式に関する事項

(1) 信託が保有する当行の株式は、株主資本において自己株式として計上しております。

(2) 信託における帳簿価額は、前連結会計年度末647百万円、当第３四半期連結会計期間末331百万円でありま

す。

(3) 信託が保有する当行株式の株式数は、前連結会計年度末259千株、当第３四半期連結会計期間末132千株で

あります。

３．総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額は、前連結会計年度末651百万円、当第３四半期連結会計期

間末491百万円であります。

（退職給付制度）

当行グループは、2021年４月１日に確定給付企業年金制度を「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第

26号2016年12月16日）第４項に定める確定拠出制度に分類されるリスク分担型企業年金へ移行しております。移

行に伴う会計処理については、「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い」（実務対応報告

第33号2016年12月16日）及び「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号2016

年12月16日）並びに「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第２号2007

年２月７日）を適用しております。これにより、当第３四半期連結累計期間の特別利益として「退職給付制度終

了益」44百万円を計上しております。

また、当行において設定しておりました退職給付信託を解約しております。
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（四半期連結貸借対照表関係）

※１ 貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。

前連結会計年度 当第３四半期連結会計期間

(2021年３月31日) (2021年12月31日)

破綻先債権額 1,265百万円 1,087百万円

延滞債権額 38,274百万円 42,623百万円

３カ月以上延滞債権額 741百万円 546百万円

貸出条件緩和債権額 6,744百万円 7,309百万円

合計額 47,026百万円 51,567百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

※２ 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証

債務の額は次のとおりであります。

前連結会計年度 当第３四半期連結会計期間

(2021年３月31日) (2021年12月31日)

19,189百万円 19,022百万円

（四半期連結損益計算書関係）

※１ その他経常収益には、次のものを含んでおります。

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

(自2020年４月１日 (自2021年４月１日

至2020年12月31日) 至2021年12月31日)

償却債権取立益 343百万円 401百万円

株式等売却益 2,508百万円 1,492百万円

※２ その他経常費用には、次のものを含んでおります。

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

(自2020年４月１日 (自2021年４月１日

至2020年12月31日) 至2021年12月31日)

貸出金償却 12百万円 19百万円

貸倒引当金繰入額 3,513百万円 2,644百万円

株式等売却損 1,112百万円 157百万円

株式等償却 91百万円 120百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）の償却額は、次のとお

りであります。

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

(自2020年４月１日

至2020年12月31日)

(自2021年４月１日

至2021年12月31日)

減価償却費 2,186百万円 2,335百万円
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（株主資本等関係）

前第３四半期連結累計期間（自2020年４月１日 至2020年12月31日）

１ 配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年５月15日
取締役会

普通株式 954 22.50 2020年３月31日 2020年６月10日
その他利益
剰余金

2020年11月13日
取締役会

普通株式 848 20.00 2020年９月30日 2020年12月７日
その他利益
剰余金

(注) １ 2020年５月15日取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式に対する配

当金４百万円が含まれております。

２ 2020年11月13日取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託及び従持信託が保有する当行株

式に対する配当金がそれぞれ４百万円及び６百万円含まれております。

２ 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

３ 株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

当第３四半期連結累計期間（自2021年４月１日 至2021年12月31日）

１ 配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年５月14日
取締役会

普通株式 848 20.00 2021年３月31日 2021年６月10日
その他利益
剰余金

2021年11月12日
取締役会

普通株式 848 20.00 2021年９月30日 2021年12月６日
その他利益
剰余金

(注) １ 2021年５月14日取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託及び従持信託が保有する当行株

式に対する配当金がそれぞれ４百万円及び５百万円含まれております。

２ 2021年11月12日取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託及び従持信託が保有する当行株

式に対する配当金がそれぞれ４百万円及び３百万円含まれております。

２ 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

３ 株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自2020年４月１日 至2020年12月31日）

１ 報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

報告セグメント
調整額
(百万円)

四半期連結損益
計算書計上額
(百万円)

銀行業
(百万円)

リース業
(百万円)

計
(百万円)

経常収益

外部顧客に対する経常収益 37,420 11,061 48,481 ― 48,481

セグメント間の内部経常収益 115 133 249 △249 ―

計 37,535 11,195 48,731 △249 48,481

セグメント利益 9,051 540 9,592 △1 9,590

(注) １ 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っており、また、セグメント利益の調整

額△１百万円は、セグメント間の取引消去であります。

　

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

営業利益の減少によるキャッシュ・フローの低下及び地価の下落した事業用資産等並びに移転・建替えの決

定に伴い除却を予定している資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額373百万円を減損

損失として特別損失に計上しております。セグメントごとの減損損失の計上額は、銀行業351百万円、リース業

22百万円であります。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

　 該当事項はありません。
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当第３四半期連結累計期間（自2021年４月１日 至2021年12月31日）

１ 報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

報告セグメント
調整額
(百万円)

四半期連結損益
計算書計上額
(百万円)

銀行業
(百万円)

リース業
(百万円)

計
(百万円)

経常収益

外部顧客に対する経常収益 38,933 11,073 50,006 △0 50,005

セグメント間の内部経常収益 121 133 254 △254 ―

計 39,054 11,206 50,260 △255 50,005

セグメント利益 11,411 474 11,885 △0 11,885

(注) １ 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

２ 外部顧客に対する経常収益の調整額△0百万円は、株式等売却益の調整であります。

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っており、また、セグメント利益の調整

額△０百万円は、株式等売却益の調整及びセグメント間の取引消去であります。

　

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

銀行業において、営業利益の減少によるキャッシュ・フローの低下及び地価の下落した事業用資産等並びに

移転・建替えの決定に伴い除却を予定している資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額63百万円を減損損失として特別損失に計上しております。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

　 該当事項はありません。

３ 報告セグメントの変更等に関する事項

「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31

日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セ

グメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。これによる影響額はありません。

（金融商品関係）

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。

（有価証券関係）

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。

（金銭の信託関係)

該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。

　



― 21 ―

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第３四半期連結累計期間（自2021年４月１日 至2021年12月31日）

(単位：百万円)

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額銀行業 リース業 計

役務取引等収益

預金・貸出業務

為替業務

証券関連業務

代理業務

その他

6,293

789

1,111

1,799

794

1,798

―

―

―

―

―

―

6,293

789

1,111

1,799

794

1,798

―

―

―

―

―

―

6,293

789

1,111

1,799

794

1,798

顧客との契約から生じる

経常収益
6,293 ― 6,293 ― 6,293

上記以外の経常収益 32,639 11,073 43,712 △0 43,712

外部顧客に対する経常収益 38,933 11,073 50,006 △0 50,005

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

前第３四半期連結累計期間
(自2020年４月１日
至2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自2021年４月１日
至2021年12月31日)

１株当たり四半期純利益 円 157.37 201.92

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する
四半期純利益

百万円 6,600 8,470

普通株主に帰属しない金額 百万円 ― ―

普通株式に係る親会社株主に
帰属する四半期純利益

百万円 6,600 8,470

普通株式の期中平均株式数 千株 41,940 41,950

(注) １ 役員報酬ＢＩＰ信託及び従持信託が保有する当行株式は株主資本において自己株式として計上しており、１

株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。１株当

たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前第３四半期連結累計期間464千株

（うち役員報酬ＢＩＰ信託211千株、従持信託252千株）、当第３四半期連結累計期間408千株（うち役員報酬

ＢＩＰ信託205千株、従持信託203千株）であります。

２ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、潜在株式がないので記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２ 【その他】

中間配当

2021年11月12日開催の取締役会において、第210期の中間配当につき次のとおり決議しました。

中間配当金総額 848百万円

１株当たりの中間配当金 20円00銭

支払請求の効力発生日及び支払開始日 2021年12月６日

(注) 中間配当金総額には、役員報酬ＢＩＰ信託及び従持信託が保有する当行株式に対する配当金がそれぞれ４百

万円及び３百万円含まれております。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

　



独立監査人の四半期レビュー報告書

2022年１月28日

株式会社阿波銀行

取 締 役 会 御中

有限責任 あずさ監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 黒 木 賢 一 郎

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 大 橋 正 紹

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社阿波銀

行の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2021年10月１日から2021年12

月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビュー

を行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社阿波銀行及び連結子会社の2021年12月31日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重

要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

　



・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ

れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない

かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書に

おいて四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注

記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められてい

る。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企

業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財

務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信

じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監

査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

　



【表紙】
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【提出先】 関東財務局長
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【縦覧に供する場所】 株式会社阿波銀行東京支店
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（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

　



１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当行取締役頭取 長岡 奨 は、当行の第210期第３四半期（自2021年10月１日 至2021年12月31日）の四半期報告書

の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

　

２ 【特記事項】

特記すべき事項はありません。
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